
被害金額

1 なし

2 トマト夏秋もの

3 かぼちゃ

4 なす夏秋もの

5 きゅうり夏秋もの

6 もも

7 りんご

8 未成熟とうもろこし

9 大豆

10 ぶどう

11 ねぎ

12 にがうり

13 いちご苗

14 水稲

施設数 施設数 施設数 施設数

1 パイプハウス 74 2 0 0

2 アクリルハウス 5 0 0 0

3 養殖池 1 0 0 0

80 2 0 0

金額：千円

被害程度30％
以上の被害金額

1 野木町 70,951 30,981

2 小山市 42,650 38,532

3 佐野市 9,318 6,172

4 鹿沼市 3,284 3,020

5 宇都宮市 1,016 295

6 さくら市 300 0

127,519 79,000

 (１) 農作物等 被害金額 84,945 千円（* 76,965 千円）

令和５（2023）年７月10・11日の降雹及び強風による農作物等の被害状況について(概況)

R５（2023）7.13　栃木県農政部　

１　気象概況

　7月10日は、梅雨前線が対馬海峡から北日本にかけて停滞し、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や日中の気温上
昇の影響で大気の状態が不安定になったことにより突風が発生したことに加え、雨雲の発達により栃木県内では局地的に雷
を伴った激しい雨となった。

２　農作物等の被害状況

127,519 千円（* 79,000 千円）

作  物  名
被害程度別面積(ha） 被害金額（千円）

備　　考
30％未満 30～50％ 50～70％ 70～90％ 90～100％ 計 被害程度30％

以上の被害金額

1.0 0.0 3.5 1.1 0.0 5.6 31,834 30,818 小山市、野木町

0.3 1.1 0.5 0.0 0.0 1.9 15,568 14,420 野木町、小山市

0.1 0.0 0.0 2.3 2.7 5.1 12,656 12,656 小山市、野木町

5,503 5,138 小山市、佐野市、野木町

0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 4,625

0.2 0.5 0.2 0.0 0.2 1.1

4,451 小山市

2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 3.2 4,164 2,221 佐野市、鹿沼市

1.5 1.2 0.0 0.0 0.0 2.8 3,568 2,742 鹿沼市、宇都宮市

2,407 2,248 小山市、野木町、宇都宮市

0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1,266

0.7 1.3 0.5 0.0 0.1 2.6

1,266 佐野市

0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5 1,149 1,005 野木町

1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 838 0 佐野市

720 0 小山市

0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 600

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

0 野木町

0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 47 0 野木町

11.3 5.1 3.4 3.7 31.7 84,945 76,965

施設名
小破（30％未満） 中破（30％以上70％未満） 大破（70％以上） 全壊

 (２) 施設等 被害金額 42,574 千円（* 2,035 千円）

施設数
合計

被害金額合計（千円）
備考

被害金額 被害金額 被害金額 被害金額 被害程度30％
以上の被害金額

計 8.2

2,035
野木町、佐野市、小山
市、さくら市

2,709 0 0 0 5 2,709 0 野木町

37,270 2,035 0 0 76 39,305

0 小山市560 0 0 0 1 560

3　市町村別の被害状況

市町名 　農作物等 施設等
被害金額合計

計 40,539 2,035 0 0 82

なし トマト夏秋もの かぼちゃ なす夏秋もの きゅうり夏秋もの その他

42,574 2,035

2,523 39,179

41,590 22,521 2,257 7,191 3,050 4,625 1,946 1,060

31,772 9,313 13,311 5,465 1,160 0

5,990 2,035

3,284 0 0 0 0 0 3,284 0

7,283 0 0 0 1,293 0

1,016 0

0 0 0 0 0 0 0 300

1,016 0 0 0 0 0

42,574計 84,945 31,834 15,568 12,656 5,503 4,625 14,759

（* ） ・・・・被害程度30％以上の被害総額

＜条例適用基準＞

①被害程度30％以上の被害合計金額が5千万円以上

かつ、

②被害市町の長から適用の要請があること


